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1０月17日（土）に宮崎市のイオンモール宮崎で「第33回技能まつり・ものづくりフェスタ」 を開催しまし

た。

当日は、多くの方々が来場され、特設ステージでの熟練技能士による技能実演、延べ２２ブースでの技能体験、

若い技能士が製作した作品の展示や技能士の県内での活動の様子を紹介したパネル展などを行い、県内技能士の一

流の技をＰＲしました。また来年も皆様のご来場をお待ちしています。

◆ ♦ お問合せ先 ♦◆宮崎県労働政策課人材育成担当 ☎ ０９８５－２６－７１０７
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「第５３技能五輪全国大会」の選手激励式が、11月１6日(月)

に県庁本館講堂で開催されました。式では、内田副知事と宮崎

県職業能力開発協会の坂元会長が選手に激励のことばを述べら

れ、選手代表として、レストランサービス職種に出場される向

高小由紀さんが誓いのことばで応えました。

「技能五輪全国大会」は、青年技能者に努力目標を与え日ご

ろの鍛錬の成果を競い合うことで、若年層の技能の向上を図る

とともに、広く国民に技能の重要性・必要性をアピールし、技

能尊重気運の醸成に資することを目的とした大会です。

大会は１２月４日（金）から千葉県を中心とした１３会場で

開催され、本県からは6職種9名の選手が出場します。

◆♦お問合せ先♦◆ 宮崎県労働政策課人材育成担当 ☎０９８５－２６－７１０７

県立産業技術専門校（本校）及び高鍋校の平成２８年度入校生を募集します。

１ 本校（追加募集）

本県の産業界を担う中核的技能者を養成するための公共職業能力開発施設です。県内外の多くの企

業から求人があり、過去10年間の就職率の実績は９９．８％です。

期間 選 考 内 容

募集対象者 平成28年３月高校卒業予定者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者

募 ２年 募集訓練科 木造建築科 ･･･ ４名程度 構造物鉄工科 ･･･ ６名程度

集 募集定員 電気設備科 ･･･ 若干名 建築設備科 ･･･ １１名程度

内 願書受付期間 平成２８年１月１２日（火）～１月２６日（火）

容 選 考 日 平成２８年１月２９日（金）

等 選 考 方 法 筆記試験（国語・数学）、適性検査、面接

合 格 発 表 平成２８年２月５日（金）

【選考場所・お問合せ先】 県立産業技術専門校

所在地：西都市大字右松３６２－１ ☎：０９８３－４２－６５０１

２ 高鍋校（建築科、塗装科）

建築科では、木造建築や鋼製下地の施工に関する工作作業・機械作業の基礎から、実際の建物を

つくるまでの技能と関連知識について、塗装科では、技能者として一般塗装の一貫作業とそれに伴

う簡単な色彩の調整ができるために必要な知識と技能について訓練を行います。

期間 選考 募 集 対 象 者 募集定員

新卒者 平成２８年３月中学校を卒業予定の者 各科15名程度

募 １年 中学校卒業者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる、 おお

集 既卒者 むね３５歳未満の者で、かつ、建築又は塗装の分野に就業しようとする意 各科 5名程度

内 欲のある者（離転職者も可）

容 願書受付期間 平成２８年１月４日（月）～１月２２日（金）

等 選 考 日 平成２８年２月１５日（月）

選 考 方 法 筆記試験（国語・数学）、職業適性検査及び面接

合 格 発 表 平成２８年２月２５日（木）

【選考場所・お問合せ先】 県立産業技術専門校高鍋校

所在地：高鍋町大字南高鍋１７７０ ☎：０９８３－２３－０５２３
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県では、離職者を対象に、就職に必要な知識や技術を習得してもらうための職業訓練を実施しています

現在募集中の訓練は以下のとおりです。詳細につきましては、県立産業技術専門校にお尋ねください。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 平成２８年１～３月に開始する訓練コース ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

訓練科名 訓練内容 定 募集 訓練 実施 訓練施設

員 期間 期間 地域

ＩＴｽｷﾙｱｯﾌﾟ実践科 3月(座学）＋1月（実習） 20 11/11~12/11 1/28~5/17 宮崎 宮 崎 高 等 技 術 専 門 校

ICTﾊﾟｿｺﾝ経理事務科 3月（座学） 20 12/16~1/25 2/26~5/25 宮崎 ﾊﾟｿｺﾝｽｸｰﾙ ｼｽﾃﾑﾗﾝﾄﾞ宮崎校

パソコン会計事務科 3月(座学）＋1月（実習） 20 1/4~2/4 3/16~7/15 宮崎 ﾊ ﾟ ｿ ｺ ﾝ ｽ ｸ ｰ ﾙ ﾓ ﾉ ﾘ ｽ 宮 崎

ITﾌｧｯｼｮﾝｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ科 3月（座学） 20 12/7~1/15 2/18~5/17 延岡 ト ラ イ ア ー ト ・ カ レ ッ ジ

ＩＣＴビジネス科 3月（座学） 20 1/15~2/16 3/18~6/17 都城 アイ日本総合ビジネス学院都城校

◆♦お問合せ♦◆ 県立産業技術専門校  ０９８３－４２－６５０９

１０月２９日（木）に「高年齢者雇用優良企業等宮崎県知事表彰式」と「建設雇用改善優良事業所宮

崎県知事表彰式」を行いました。それぞれ、高年齢者の雇用の安定や促進、建設事業所の雇用改善に

貢献していらっしゃる事業所です。被表彰団体は以下の通りです。

【高年齢者雇用優良企業等】

・宮崎サンフーズ株式会社 様

（写真：知事右隣/ 新富町）

・社会福祉法人愛育福祉会 様

（写真：右/ 延岡市）

【建設雇用改善優良事業所】

・株式会社興梠建設 様

（写真：知事左隣/ 高千穂町）

・東和建設工業株式会社 様

（写真：左/ 都城市）

◆♦お問合せ先♦◆ 宮崎県労働政策課労政福祉担当 ☎ ０９８５－２６－７１０６

県では、「フードビジネス関連企業への就職を目指す求職者」と「人材を求めるフードビジネス関連企

業」とのマッチングの機会を提供するバスツアーを開催します。フードビジネス分野において優れた製

品や技術を有する県内企業への就職をお考えの方、是非ご参加ください。

◆ 第１回テーマ「日本のこころ、お茶」◆

【期間】 平成２７年１１月下旬～平成２８年３月上旬

【内容】 期間中全５回のバスツアーを実施。

各ツアー１～３社程度を訪問予定。

【申込】 フードビジネス企業見学バスツアー事務局

（株式会社アソウ・ヒューマニ-センター宮崎支店内）

ＴＥＬ．０９８５－３５－０７００

◆お問合せ先◆ 宮崎県労働政策課地域雇用対策室担当

☎ ０９８５－２６－７１０９
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“ひとりで悩んでいませんか？”
ライフサポートセンター」では、“暮らしなんでも無料相談”を行っています。

♡ライフサポートセンターとは？

暮らしに係る総合相談所です。常駐相談員が相談をお受けします。内容によっては専門家にお取次

ぎするなどいたします。相談員に話すことによって悩みのポイントが明確になったり、気分が軽くな

ります。相談内容は秘密厳守です。安心してご相談ください。

♡相談は無料です。

どなたでも利用することが出来ます。電話、ＦＡＸ、メールでも受け付けています。

♡専門家による相談もお受けいたします。

ライフサポートセンター内でのご相談は無料です。（13時～16時の間で30分間。）事前予約が必要となり

ますので、各センターにお電話をください。

ライフサポートセンターみやざき
０１２０－３９７－８６４（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）

E-mail：miyazaki@miya-chuo.or.jp

ＦＡＸ：０９８５－７５－０７８３

ライフサポートセンターみやこのじょう
０１２０－３９７－８６８（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）

E-mail：tohoku@miya-chuo.or.jp

ＦＡＸ：０９８６－３６－７７７３

ライフサポートセンターのべおか
０１２０－３９７－８６９（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）

E-mail：kenpoku@miya-chuo.or.jp

ＦＡＸ：０９８２－２９－４５００

受 付 ： 平日（土・日・祝日・年末年始を除く）午前１０時～午後５時

Ｈ Ｐ ： http://miya-chuo.or.jp

◆◆ お問合せ先 一般社団法人宮崎県労働者福祉団体中央会 ☎０９８５－２４－５５５０ ◆◆

【専門家による相談日】
火曜日 弁護士・司法書士による無料法律相談

水曜日 臨床心理士による心の健康相談

木曜日 ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾅｰによる家計診断、年金相談

2級ｷｬﾘｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ技能士による学校・職場・家庭での悩み相談

※ その他、金融・労働・介護・子育て相談等があります。

※ ライフサポートセンターみやこのじょう・のべおかでは、水・木曜の専門

相談はTV会議システムとなります。

「ライフサポートセンター」のご案内
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Ａ マタハラについては、男女雇用機会均等法や、育児・介護休業法で、婚姻や妊

娠、出産等を理由とする解雇その他の不利益な取扱いが禁止されています。

しかし、今春の厚生労働省の調査によると、妊娠・出産した派遣社員の48％が

マタハラ被害を受けたことがあるという結果が示されました。正社員でも21％と、

特に立場の弱い女性労働者が苦しい思いを抱えている実態が分かりました。

広島県内で起こされたマタハラ訴訟とは、広島市の病院に勤務していた理学

療法士の女性が、第二子の妊娠により比較的軽い勤務への異動を希望したとこ

ろ、副主任という地位を解かれ、産休・育休後も副主任には復帰できず、そのこ

とに対し妊娠を理由とした降格は不当であるとして慰謝料など１７５万円の支払

いを求めていたものです。この裁判は、一審二審では女性（原告）の請求は認め

られませんでしたが、最高裁が昨年１０月に「妊娠による降格は原則禁止で、自

由意思で同意しているか、業務上の理由など特殊事情がなければ違法で無効」

との初判断を示し、これまでの判決を破棄、審理を広島高裁に差し戻していたも

のです。最高裁の判断枠組みが示された中で、高裁は、女性の降格は違法であ

ると判断、女性の請求がほぼ認められる結果となりました。

最高裁の示した判断は、国の方針にも影響を与え、マタハラ防止措置の義務化

が検討されています。各企業においては、これからの取組を検討していく必要が

あります。下記に示す厚生労働省の HP は参考になる情報が多く載っています

ので積極的に御活用下さい。また、県でも「仕事と家庭の両立応援宣言」を各企

業に行ってもらうなど妊産婦に優しい企業作りの応援をしています。 (詳しくは６

頁を御覧下さい。)

※ 参考 HP 【 「妊娠・出産をｻﾎﾟｰﾄする 女性にやさしい職場づくりﾅﾋﾞ」 （ http://www.bosei-navi.go.jp/）】

お困りの方は中小企業労働相談所に御相談下さい。また、宮崎労働局雇用均等

室でも相談を受けています。

◆お問合せ先◆ 宮崎県労働政策課労政福祉担当 5０９８５－２６－７１０６

Q 先 日 、 新 聞 報 道 で 、 マ タ ハ ラ 訴 訟 に お い て

原 告 女 性 が 勝 訴 し た と い う 記 事 を 見 ま し た 。

マ タ ハ ラ に つ い て は 最 近 耳 に す る 機 会 が 増 え

関 心 を 持 っ て い る の で 、 も う 少 し 詳 し く 教 え

て 下 さ い 。

このコーナーでは、意外と知らない労働に関する疑問

や情報についてお答えします。今回は「マタハラ」につ

いてです。

Q&A
労 働 相 談
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◇仕事と家庭の両立応援宣言とは？

企業・事業所のトップの方から、従業員が仕事と家庭の両立

ができるような、「働きやすい職場づくり」への具体的な取組

を宣言してもらう制度です。

◇どのようなメリットがあるの？

宣言書をお渡しします！事業所に置いたり、会社のホームペ

ージに載せるなどして会社のＰＲ、イメージアップにご活用く

ださい。

◇随時、宣言企業を募集しています！

下記問い合わせ先にお電話いただければ、職員が訪問、また
は申込書を郵送いたします。また、県庁ホームページからも申
込書がダウンロードできますので、ご活用ください。

(ＵＲＬ：http://www.pref.miyazaki.lg.jp/parts/000061821.pdf)

♥ 新しい登録企業のご紹介 ♥

平成２７年１０月～１２月の登録企業をご紹介します。

◇１０月登録◇ ◇１２月登録◇

★株式会社建図宮崎 ★株式会社 共同技術コンサルタント

★株式会社エアシステム工業 ★株式会社 ソラスト

★赤江機械工業株式会社 ★社会福祉法人 聖山会

特別養護老人ホーム フェニックス

◇１１月登録◇ ★医療法人 耕和会 迫田病院

★社会福祉法人 龍口会 ★宮崎富士通コンポーネント株式会社

★社会福祉法人 龍口会

有料老人ホーム 幸せホームあすか

★社会福祉法人 龍口会 ◆お問い合わせ・お申込み先◆

就労継続支援B型事業 大地ワーク作業所 宮崎県労働政策課労政福祉担当

★社会福祉法人 龍口会 TEL ０９８５－２６－７１０６

障害者支援施設 あすか園 FAX ０９８５－３２－３８８７

★社会福祉法人 龍口会

共同生活援助・介護 グループホームあすか

★矯正小児ひまわり歯科 （※）平成２７年度労働条件等実態調査

★株式会社 川上建築 ９月から実施しております、平成２７年度労働

★井手労務管理事務所 条件等実態調査ですが、回答を締め切らせていた

★有限会社 ヤノオフセット だきました。御協力ありがとうございました。結

★住宅型老人ホーム 貴崇 果がまとまり次第、送付希望の企業様にはお送り

★株式会社 永和産業 しますので、ご査収よろしくお願いいたします。

～制作者のひとこと欄～

最近一気に寒くなってまいりました。あたりは冬

景色。一年間はあっという間ですね。体調管理は大

切になさってください。

さて、宮崎県では２月に労働セミナーの開催を予

定しております。後日ご案内を致しますので、しば

らくお待ちくださいませ。（労働政策課：佐澤）



⼥性活躍推進法が成⽴しました︕

【３０１人以上の労働者を雇用する事業主の皆様へ】（※）３００⼈以下の事業主は努⼒義務

平成２８年４⽉１⽇までに①⾃社の⼥性の活躍状況の把握・課題分析②⾏動計
画の策定・届出、③情報公表などを⾏う必要があります。

⼥性の活躍状況（①採⽤者に占める⼥性⽐率 ②勤続年数の男⼥差 ③労働時間の状況④管理職に占
める⼥性⽐率）については必ず把握し、課題分析を⾏ってください。

＜ステップ１＞⾃社の⼥性の活躍状況を把握し、課題分析を⾏ってください

ステップ１の結果を踏まえて、⼥性の活躍推進に向けた①⾏動計画の策定②都道府県
労働局への届出③労働者への周知④外部への公表を⾏ってください。①⾏動計画には
(a)計画期間 (b)数値目標 (c)取組内容 (d)取組の実施時期を盛り込んでください。

※宮崎労働局では、⾏動計画の届出は平成28年1月から受け付ます。の届出につい

ては、来年1月頃から受付を開始します。

優秀な⼈材の確保と企業の競争⼒向上につなげるため、⾃社の⼥性の活躍に関する情
報を公表してください。

＜ステップ２＞⾏動計画の策定、届出、社内周知、公表を⾏ってください

＜ステップ３＞自社の⼥性の活躍に関する情報を公表してください

※ ⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律

★⼥性活躍推進法の詳細は、厚⽣労働省ホームページの⼥性活躍推進法特集ページ
（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html）に掲載しています。

★⼥性活躍加速化助成⾦については、厚⽣労働省ホームページ（http://www.mhlｗ.go.jp/)もご覧ください。
トップページ＞分野別の政策＞雇⽤・労働＞雇⽤均等＞事業主の⽅へ＞事業主の⽅への給付⾦のご案内＞両⽴⽀援等助成⾦

≪女性活躍推進法、女性活躍加速化助成金に関する問合わせ先≫
宮崎労働局雇用均等室（TEL 0985-38-8827)

〜⼥性の活躍推進に取り組む事業主の皆様へ〜

⼥性活躍加速化助成⾦のご案内
【助成⾦の概要】

①⼥性活躍推進法に基づき、⾃社の⼥性の活躍に関する「数値⽬標」、「数値⽬標」の達成に向け
た取組内容（「取組⽬標」）等を盛り込んだ「⾏動計画」を策定します。

②労働局への届出、労働者への周知や外部への公表、⼥性の活躍に関する情報公表を⾏います。

③計画に沿った取組を実施して「取組目標」を達成した事業主及び、「数値目標」を達成した事業
主に対して助成⾦を⽀給します。

【助成⾦の種類と⽀給⾦額】

●加速化Ａコース 支給額︓３０万円

「取組目標」を達成した中小企業事業主（※常時雇用する労働者が300人以下の事業主）に支給

●加速化Nコース 支給額︓３０万円

「取組目標」を達成した上で、「数値目標」を達成した事業主に支給

（※どちらのコースとも１事業主１回限り）

中小企業は、２つのコースを
申請すれば６０万円
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県では、中小企業にお勤めの方の生活と福祉の向上を目的として、低利率の融資制度を設けています。

県内に１年以上居住し、かつ県内の同一中小企業に１年以上お勤めされている方等の申込条件を満たす

方であれば、九州労働金庫を通じてご利用いただけます。

項 目 教 育 資 金 生 活 資 金

資金の 高校、大学・専門学校などに就学するお子さ 医療・災害・冠婚葬祭など生活全般に関する一時

用途 まの教育に必要な資金です。 的に必要な資金です。

年 利 １．３％ ２．９％

限度額 ５００万円 １００万円

返済期間 １０年以内（最長４年の元金据置可） ５年以内

※ 融資には九州労働金庫の審査があります。また別途保証料がかかります。

◇お問い合わせ先◇ 九州労働金庫 宮崎県内各ローンセンター

平日（水曜日は除く）１０：００～１９：００ ※水・祝日は休み。

土・日 １０：００～１７：００ ただし、祝日が土・日と重なった場合は営業。

ローンセンター宮崎 0985-26-9207

ローンセンター延岡 0982-35-6657

ローンセンター都城 0986-23-2257

■■ お申込は、九州労働金庫県内各支店の窓口で受付けています。 ■■

危険ドラッグは、
買わない、使わない、かかわらない

○危険ドラッグを使用すると、呼吸困難を起こしたり、

死亡することもあります。また、異常行動を起こして、

周りの人に危害を加えてしまうこともあります。

○危険ドラッグは、たとえ「合法」などと称していても

麻薬や覚醒剤と同じか、それ以上の恐ろしさを持つもの

であることを知ってください。

○平成２６年４月１日より、所持、使用、購入等も禁止

されています。違反した場合は、３年以下の懲役、もし

くは３００万円以下の罰金、又はどちらも科されます。

発行／宮崎県商工観光労働部労働政策課 ＴＥＬ 0985-26-7106 FAX 0985-32-3887

ハッピーライフローンのご案内


